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（注意）本資料はホームページ掲載用に加工したものです。

当日のウェビナー資料とは異なる場合がありますので、ご了承
ください。



本日の内容

出願資格(問1-3)

事後指定(問4-6)

名義変更(問7-9)

名義人の名称・住所変更(問10)

商品リストの限定(問11)

指定国の放棄(問12)

商品リストの取消 (問13)

更新(問14-17)

国際登録簿の更正(問18-19)

名義人の処分権の制限(問20)
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出願資格(1)

問1.英国の100％子会社は、「現実かつ真正の商業上
又は工業上の営業所」として、英国知的財産庁(UKIPO)

への出願資格を満たすでしょうか
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a) 出願資格を満たす

b) 出願資格を満たすかどうかは、

本国官庁(UKIPO)の法令次第



出願資格(1)

英国の子会社がUKIPOへの出願資格を満たすかどうかは、
本国官庁(UKIPO)の法令次第

本国官庁は出願人が１以上の出願資格を満たしていること
を、国際出願時に判断

WIPOは、出願人が実際に国際出願の資格を満たしている
か確認しない*

* 居所、営業所を資格としているのに住所の記載がない場合、WIPOは欠陥通報を送付

3



出願資格(2)

問2. 日本国籍を出願資格として国際登録後、フランス国

籍に変更した場合、出願資格を変更できるでしょうか
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a) 変更できる

b) 変更できない



出願資格(2)

国際登録後、出願資格を変更できない

本国官庁への出願資格は、国際出願時に満たしていれば十
分であり、変更の内容を国際登録簿に反映させる必要はな
い

名義変更を記録した場合、新名義人の出願資格は、指定国
に通報、公報に掲載され、Madrid Monitor に表示
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出願資格(3)

問3. 出願資格がなかったことが国際登録後判明した場合、

第三者はWIPOに国際登録の取消を請求できるでしょうか
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a) 請求できる

b) 請求できない



出願資格(3)

第三者は、出願資格がなかったことを理由として、国際登録
の取消をWIPOに請求できない

第三者が国際登録を取消す方法

1) 名義人による自発的な国際登録の取消

2) 基礎商標の取消による国際登録の取消
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事後指定(1)

問4. 国際登録前（国際登録番号付与前）に、指定国を
追加する必要がある場合、事後指定できるでしょうか
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a) 事後指定できる

b) 事後指定できない

ご質問



事後指定(1)

議定書3条の3(2)により、事後指定は国際登録された場合に
のみ可能（国際登録前に事後指定できない）

国際登録番号の記載は必須(規則24(3)(a)(i))

優先期間内に指定国を追加する必要がある場合
1) 最初の国際出願を取下げて再度国際出願、又は
2) 指定国に直接出願
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事後指定(2)

問5. 事後指定を、更新、名義変更後に効力が生じる旨希

望した場合、事後指定日はいつになるのでしょうか
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a) 存続期間満了日、名義変更記

録日の翌日

b) 審査官の国際登録簿への記録日



事後指定(2)

更新、名義変更後に効力を生じる旨希望した場合、事後指
定日はそれぞれ存続期間満了日、名義変更記録日の翌日

オンライン事後指定の場合、満了日の6ヶ月前から、再度更
新が必要となる旨の警告が表示*
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* 満了日前に更新した場合、警告は表示されない



事後指定(3)

問6. 事後指定を、存続期間満了日後に効力が生じる旨

希望した場合、申請時に有効な料金と事後指定日に有効

な料金、どちらが適用されるのでしょうか
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a) 申請時の料金

b) 事後指定日の料金



事後指定(3)

WIPOに直接申請した事後指定の手数料は、事後指定の申
請時の料金が適用 (規則34(7)(e))

事後指定が満了日の翌日に記録された場合でも、事後指定
日の料金は適用されない
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個別手数料改定日
27.11.2023

存続期間満了日
28.11.2023

事後指定日
29.11.2023

事後指定申請日
26.11.2023



名義変更(1)

問7. 名義人（譲渡人）の署名が入手できない場合、新

名義人（譲受人）は、署名の代わりに譲渡証明書を添

付できるでしょうか
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a) 添付できる

b) 添付できない



名義変更(1)

名義人の署名の代わりに、譲渡証明書は添付できない

名義変更の場合、下記のいずれかの署名が必須

1) 名義人

2) 名義人の代理人

3) 名義人の締約国の官庁

4) 新名義人の締約国の官庁
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名義変更(2)

問8. 共同名義の国際登録について名義変更する場合、

全ての名義人の署名が必要でしょうか
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a) 全ての名義人の署名が必要

b) 署名の権限があれば、一人の名

義人により署名が可能



名義変更(2)

2021年2月1日施行の実施細則改正により、署名の権限があ
れば、一人の名義人により署名可能

名義変更のみならず、全ての手続き（MM18を含む）につい
て、一人の名義人により署名可能

2020年2月1日施行の実施細則改正により、タイプ打ち*の署
名も可能

* 署名の前後をフォワード・スラッシュ(/)で挟む s-signatureである必要はない /madridlegal/
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名義変更(3)

問9. 名義人の住所が異なる複数の国際登録を、一度の

手続で名義変更して良いでしょうか
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a) 特段問題ない

b) 同一の住所毎に申請した方が良い
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名義変更(3)

1) 名義人（譲渡人）の住所がNYの国際
登録1646538についても、住所がNM

（ニューメキシコ）の国際登録と同時に
名義変更できるが

2) 名義変更の通報には、譲渡人の最も
古いIRN123250のNYの住所のみ表
示される

3) 指定国の官庁は、譲渡人の住所が異
なるとして、名義変更を拒否する場合
があるので、同一の住所毎に申請し
た方が良い



名義人の名称・住所変更

問10. 名義人の住所の異なる複数の国際登録について、

一度の手続で名義人の名称のみ変更できるでしょうか
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a) 名称のみ変更できる

b) 名称のみ変更できない



名義人の名称・住所変更

名義人の住所の異なる複数の国際登録について、一度の手
続で名義人の名称のみを変更できない

国際登録簿の仕様上、名義人の名称・住所が同一の国際登
録についてのみ、指定国に通報可能

名義人の住所変更と同時であれば変更できる
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商品リストの限定

問11. 国際出願、事後指定と同様、一度の手続で指定国

毎に異なる商品リストの限定を記録することはできるでしょう

か
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a) 異なる限定を記録できる

b) 異なる限定を記録できない



商品リストの限定

指定国毎に異なる商品リストの限定を記録できない

料金表7.3により、複数の指定国の限定については、同一の
商品リストの場合に限られる

国際登録簿の仕様上、同一の商品リストの限定についての
み、指定国に通報可能
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指定国の放棄

問12. 同一の指定国について複数の指定（国際登録、事

後指定）がある場合、いずれか一方のみを放棄できるで

しょうか
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a) 放棄できる

b) 放棄できない

ご質問



指定国の放棄

同一の指定国について複数の指定がある場合であっても、
いずれか一方のみを放棄できない

規則25(1)(a)(ii)により、放棄の効力は一部の指定国の全て
の商品リストに及ぶ
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事後指定 放棄国際登録時の指定



商品リストの取消

問13. 商品リストの一部が本国官庁又は名義人の請求に

より取消された場合、国際登録時に記録された商品リスト

（メインリスト）は上書きされるでしょうか
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a) 上書きされる

b) 上書きされない



商品リストの一部が取消されたとしても、メインリストは上書
きされない（Madrid Monitorには、以下の注釈が表記）

一部取消された商品は事後指定できないことから、事後指
定をする場合、削除された区分は限定により削除

商品リストの取消
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更新(1)

問14.メインリストについて更新できない区分がある場合、そ

の区分は国際登録簿から削除されるのでしょうか
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a) 削除される

b) 削除されない



更新(1)

商品リストの限定、一部無効により、全ての指定国で更新で
きない区分があったとしても、国際登録簿から削除されない
（メインリストは上書きされない）

個別手数料を宣言していない指定国を含む場合、メインリス
トの区分数で追加手数料の額を計算することから、この状況
は生じない

➢ 商品リストの限定により、追加手数料を節約できない

29



更新(2)

問15. 指定国において一部無効が確定しているが、指定国

がWIPOに無効を通報していない場合、更新料は有効な

区分だけで良いでしょうか
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a) 更新時、無効の決定を添付すれば、

更新料は有効な区分だけで良い

b) 全区分の更新料が必要



更新(2)

一部無効が国際登録簿に記録されていない限り、その指定
国の全区分の更新料が必要

指定国は無効を再審の可能性が完全になくなってから
WIPOに通報しなければならない（無効に通報期限はない）

一部無効の区分の個別手数料を支払わないためには、商品
リストの限定を更新前に国際登録簿に記録
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更新(3)

問16. 存続期間満了日前に更新した後、満了日前に事後

指定した場合、追加更新する必要はあるでしょうか
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a) 追加更新は必要

b) 追加更新は不要

ご質問



更新(3)

存続期間満了日前に更新した後、事後指定した場合、追加
更新は必要

追加更新しない場合、事後指定した指定国は未更新により
取消となる
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更新記録日 存続期間満了日

事後指定日

6ヶ月の猶予期間

未更新による取消



更新(4)

問17. 更新日直前に事後指定をし、その指定国を更新しな

かったところ、WIPOから未更新による取消、指定国から保

護認容声明が送付されました。どちらが有効なのでしょうか
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a) 未更新による取消通知

b) 保護認容声明



未更新による取消通知が有効

事後指定日が存続期間満了日の直前である場合、事後指
定は満了日以降に指定国に通報

未更新による取消が通報されているにも関わらず、指定国
が保護認容声明を送付する場合がある

更新(4)
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事後指定日 未更新による取消存続期間満了日 事後指定通報日 保護認容声明



国際登録簿の更正(1)

問18.国際登録の標章 (WILLIAM MORRIS AT HOME) 

が、本国官庁の誤りにより、基礎商標の標章
と異なっている場合、更正できるでしょうか
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a) 基礎商標と標章が異なる場合は、更正できる

b) 公報掲載日から9か月以内であれば、常に更正できる



国際登録簿の更正(1)

公報掲載日（=指定国への通報日）から9か月以内であれば、
本国官庁の誤りは、常に更正できる

9か月以降は、標章が基礎商標と異なっていたとしても、更
正できない
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* 2023年5月11日までに官庁が請求すれば更正可能

公報掲載日



国際登録簿の更正(2)

問19. 商品リストを限定した際、誤って商品リストを拡大し

た場合、更正できるでしょうか
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a) 更正できる

b) 更正できない



国際登録簿の更正(2)

商品リストを拡大する限定をしたとしても更正できない

1) 名義人の誤りは更正できない

2) WIPOは限定がメインリストの範囲内であるか確認
する義務はなく、WIPOの誤りとして更正できない

指定国は商品リストを拡大する限定を拒否できる
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名義人の処分権の制限

問20. 処分権の制限（質権等）が国際登録簿に記録さ

れている場合、名義人による名義変更の申請は記録され

ないのでしょうか
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a) 記録される

b) 記録されない



名義人の処分権の制限

処分権の制限が記録されていても、規則の要件を満たす名
義変更の申請は記録される

処分権の制限の記録は情報提供であり、法的効果はない

処分権の制限が記録されている場合、名義変更を拒否する
締約国もあるので、処分権の制限を削除した方が望ましい
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Q&Aセッション



オンラインセミナー(Webinar)
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WIPO日本事務所ウェブサイトにおけるマドリッド関連情報
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世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所

住所: 〒100-0013 

東京都千代田区霞が関1丁目4-2 

大同生命霞が関ビル3階

TEL: 03-5532-5030

E-Mail: japan.office@wipo.int

URL:  www.wipo.int/japan

お問い合わせ先
45

mailto:japan.office@wipo.int
http://www.wipo.int/japan


最後までご参加いただき誠にありがとうございました。

ウェビナー終了後のアンケートへのご協力をお願い申し上げます。

Thank you!
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